
障害福祉サービス事業所等管理者研修実施要綱 

 
 
１．目的 

障害福祉サービス事業所等の管理者を対象に、職員のモチベーションの維持・向上を図る

研修を実施することで、事業所等における職員の定着を図る 

 

２．主催 

  岐阜県 

 

３．日程および開催方法 

 （日  程）令和５年３月１４日（火） １３：１０～１７：１５ 

 （開催方法）オンライン（zoom）開催 

 

４．参加対象者・定員 

障害福祉サービス事業所等の管理者  ５０名 

※応募者が定員数を上回った場合は、ご受講いただけない場合がありますのであらかじめ

ご了承ください。 

 

５．講師 

社会福祉法人斉信会経営企画室長 新藤 建 氏 

 

６．内容 

１３：１０～１３：１５ 開会  

１３：１５～１４：４５ 講義「職員のモチベーションを上げる効果的な面談技法」 

１４：５５～１７：１５ 演習「職員のモチベーションを上げる効果的な面談技法に関する
意見交換」 

                

７．受講申込 

（ア）以下のＵＲＬからアクセスし、必要事項を入力してお申込ください。 

（イ）申込を受け付けると、ご登録いただいたアドレスに受付確認メールが送付されます。送

信から 1日以上経過しても受付確認メールが届かない場合は、下記の問い合わせ先まで

電話にてお問い合わせください。 

（ウ）１事業所につき、１名までお申込いただけます。 

 

   申込フォーム：https://logoform.jp/form/T8mB/203121 
 
８．申込締切 

 令和５年２月１７日（金）１７：００まで 

 

 

https://logoform.jp/form/T8mB/203121


 

９．受講決定 

  受講の可否にかかわらず、令和５年２月２８日（火）までにお申込みいただきましたメー 

  ルアドレスに通知します。 

 

１０．注意事項 

  いただいた個人情報は、本研修の運営・管理のために使用し、他の目的に利用するな

ど、無断で第三者に提供することはありません。 

  なお、研修の録音・録画・撮影・及び配信、資料の複写・転載・内容等に関する SNS等

への投稿は固く禁止します。 

  

１１．問い合わせ先 

 宛先：岐阜県障害福祉課 地域生活支援係 

 住所：岐阜市薮田南２－１－１（岐阜県庁１２階） 

 T E L：０５８－２７２－１１１１（内３４８９） 

 

 

 

        
 

 

        

 

皆様の積極的なご参加をお待ちしております！ 


